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（
文
教
科
学
委
員
会
）

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案
（
文
教
科
学

委
員
長
提
出
）
（
参
第
二
六
号
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
教
育
の
機
会
均
等
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
教
科
用
拡
大
図
書
や
点
字
教
科
書
等
を
教
科
用
特
定
図
書
等
と
位

置
付
け
、
そ
の
普
及
の
促
進
等
を
図
り
、
児
童
生
徒
が
障
害
そ
の
他
の
特
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
教
育
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
学
校
教
育
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
は
、
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
の
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
教
科
書
発
行
者
は
、
そ
の
発
行
す
る
検
定
教
科
用
図
書
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
教
科
書
発
行
者
は
、
発
行
す
る
検
定
教
科
用
図
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
文
部
科
学
大
臣
等
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
、
そ
の
電
磁
的
記
録
は
、
教
科
用
特
定
図
書
等
を
発
行
す
る
者
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
教
科
用
特
定
図
書
等
に
つ
い
て
、
標
準
的
な
規
格
を
定
め
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
教
科
書
発
行
者

は
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
種
目
の
検
定
教
科
用
図
書
等
に
係
る
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
発
行
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
国
は
、
教
科
書
発
行
者
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
提
供
方
法
等
に
関
し
、
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
発
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達
障
害
等
の
た
め
通
常
の
文
字
や
図
形
等
の
認
識
が
困
難
な
児
童
生
徒
が
使
用
す
る
教
科
用
特
定
図
書
等
の
整
備
充
実
を
図

る
た
め
の
調
査
研
究
等
を
推
進
す
る
こ
と
。

五
、
小
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
等
の
児
童
生
徒
が
、
採
択
さ
れ
た
検
定
教
科
用
図
書
等
に
代
え
て
、
教

科
用
特
定
図
書
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
科

用
特
定
図
書
等
の
発
行
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
国
は
、
小
中
学
校
に
在
学
す
る
視
覚
障
害
等
の
児
童
生
徒
が
検
定
教
科
用
図
書
等
に
代
え
て
使
用
す
る
教
科
用
特
定
図
書

等
を
小
中
学
校
の
設
置
者
に
無
償
給
付
し
、
設
置
者
は
、
各
学
校
の
校
長
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
児
童
生
徒
に
給
与
す
る
こ
と
。

七
、
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
円
滑
な
発
行
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
需
要
数
を
教
育
委
員
会
は
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
す

る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
は
発
行
者
に
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二

十
一
年
度
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
検
定
教
科
用
図
書
等
及
び
教
科
用
特
定
図
書
等
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

九
、
国
は
、
高
等
学
校
に
在
学
す
る
障
害
を
有
す
る
生
徒
が
使
用
す
る
教
科
用
拡
大
図
書
等
の
普
及
の
在
り
方
及
び
特
別
支
援

学
校
に
就
学
す
る
児
童
生
徒
へ
の
援
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。


